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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 平成２９年１１月２２日 １０時００分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸漁港第１市場前岸壁 

 八戸港鮫内防波堤３号灯台から真方位１１３°２３０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３２.０′ 東経１４１°３３.３′） 

事故の概要  漁船第五十八大栄
だいえい

丸は、岸壁に係留して漁獲物の水揚げ作業中、作

業員１人が、魚倉に転落して負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年１１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十八大栄丸、３４３トン 

 １３２６９０、大栄水産株式会社 

 ５３.５０ｍ×９.００ｍ×４.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,５５０kＷ、平成４年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成３年７月４日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年２月２５日 

  免状有効期間満了日 平成３３年７月３日 

作業員Ａ 男性 ５８歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 重傷 １人（作業員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ４ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、まき網漁業船団の運搬船であり、船長ほか７人が乗り組

み、漁獲物の水揚げの目的で１１月２１日０８時ごろ、八戸漁港へ入

港し、第１市場前岸壁に右舷着けで着岸した。 

 本船は、２２日０７時ごろから陸揚げ作業を開始した。 

 作業員Ａほか３人は、本船の陸揚げ作業を手伝うために僚船から派

遣され、０７時ごろから甲板上にこぼれた魚の拾得、魚倉洗浄等の作

業を行っていた。 



- 2 - 

 作業員Ａは、１０時００分ごろ清掃後の第４魚倉の底に氷をすくい

上げるための網を入れる目的で、第４魚倉の右舷側から、本船船首方

にあった網を取りに行って戻った際、第４魚倉の船首側に３段に重ね

てあったプラスチック製の蓋の上に乗ったところ、同蓋が滑って、蓋

と共に魚倉内に転落した。 

 船長は、第４魚倉の近くの左舷船首側で作業をしていたが、作業員

Ａの落下を目撃した他の作業員の叫び声で本事故を知り、甲板上から

第４魚倉の中をのぞき込み、作業員Ａに声をかけたところ、作業員Ａ

からの返事を聞き、意識があることを確認した。 

 岸壁にいた市場関係者は、作業員Ａが魚倉に落下したとの連絡を受

け、携帯電話で救急車の要請を行った。 

 船長は、すぐに魚倉に下りて作業員Ａの怪我を確認したところ、腰

を強打して動けないので、氷をすくう目的で魚倉に入れていた網を使

用して、作業員Ａを吊り上げて甲板上に下ろし、救急車の到着を待っ

た。 

 作業員Ａは、まもなく到着した救急車で八戸市内の病院へ搬送さ

れ、第２腰椎破裂骨折等と診断された。 

 （付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船甲板、写真２ 第４

魚倉の蓋の状況、写真３ 第４魚倉 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、ふだん漁獲物の陸揚げ時、僚船から交替で作業員を４人程

度派遣してもらい、陸揚げ作業を行っていた。 

船長は、陸揚げ作業の指揮をとっており、本船の乗組員は本船付属

の油圧機器の操作を行っていた。 

本船に新しく乗船した者に対する作業手順は、操業及び運航に関す

るマニュアルは存在するが、水揚げ作業については存在せず、それぞ

れ担当者が作業をしながら教示していた。 

船長は、作業者に対して、ふだんから蓋の上には乗らないように注

意を与えていた。 

甲板から魚倉底部までの高さは、約４.３ｍであった。 

作業員Ａは、本船に派遣されたのは今回が初めてであるが、それま

で約４０年間他の漁船及び運搬船に乗って作業を行った経験があっ

た。 

作業員Ａは、蓋に乗ると危険であることを認識していたが、作業を

早く終わらせるために近道をして船首側から蓋の上に乗った。 

作業員Ａは、本事故当時、ヘルメット、カッパを着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、八戸漁港第１市場前岸壁において、漁獲物の陸揚げ作業
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中、作業員Ａが、重ねていた第４魚倉の蓋の上に乗ったことから、同

蓋が魚倉内に滑り落ちて同蓋と共に魚倉内に転落し、腰部を強打して

負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、八戸漁港第１市場前岸壁において、漁獲物の陸

揚げ作業中、作業員Ａが、重ねていた第４魚倉の蓋の上に乗ったた

め、同蓋が魚倉内に滑り落ちて同蓋と共に魚倉内に転落し、腰部を強

打したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・重ねてある蓋等は、滑って落下する可能性があるので、これらの

上に乗らないこと。 

・作業を指揮する者は、作業員の作業状況に十分注意すること。 

・船舶所有者は、操業及び運航のみならず、水揚げ作業のマニュア

ルを策定することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

 

 

 

写真１ 本船甲板 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年１１月２２日 

１０時００分ごろ発生） 

八戸港 

× 
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写真２ 第４魚倉の蓋の状況 

 

 

 

写真３ 第４魚倉 

 

 


